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一
、
工
事
事
務
所
長
及
び
主
任
技
師
が
博
物
館
と

任
を
し
て
い
た
事
情
は
、
前
任
所
長
退
職
後
古
代
建
築
に
つ
い
て
の
專

門
家
を
得
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
つ
て
、
他
に
適
任
者
が
な
か
つ
た
た
め
、
や
む
を
得
な
い
措
置
で
あ
つ
た
の
で

あ
る
。 

二
（
イ
）
法

寺
火
災
調
査
会
は
火
災
の
責
任
及
び
原
因
の
二
点
に
つ
い
て
調
査
し
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
結
果
は
次
の
通

り
で
あ
る
。 

1 

火
災
の
責
任 

本
事
件
は
、
他
の
國
宝
と
は
本
質
的
に
異
つ
た
重
大
性
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
責
任
は
單
に
事
務
的
行

政
的
な
責
任
で
は
解
決
さ
れ
な
い
。 

國
宝
保
存
に
関
す
る
事
務
的
な
責
任
は
、
補
助
金
の
交
付
に
伴
う
監
督
上
の
責
任
で
あ
つ
て
、
本
件
の
ご
と
き
場

合
に
直
ち
に
事
務
的
責
任
を
負
う
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
本
件
は
公
務
員
が
法

寺
國
宝
保
存
事
業
部
の
職 

衆
議
院
議
員
今
野
武
雄
君
提
出
法

寺
國
宝
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関
す
る
質
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に
対
す
る
答
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一 

 



四
（
（

イ
）
（

ロ
）
）

目
下
國
会
で
研
究
さ
れ
て
い
る
文
化
財
保
存
委
員
会
が
成
立
の
見
込
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
様
子
に
よ
つ
て 

三
（
イ
）
火
災
直
後
、
対
策
協
議
会
を
開
催
し
て
應
急
処
理
を
決
定
し
、
文
部
省
よ
り
應
急
対
策
費
五
〇
〇
万
円
の
補
助
を

受
け
た
ほ
か
、
目
下
燒
失
し
た
壁
画
の
模
写
の
補
写
及
び
五
重
の
塔
の
工
事
を
鋭
意
進
め
て
い
る
。 

（
ハ
）
所
長
の
任
命
は
、
法

寺
國
宝
保
存
事
業
部
長
の
責
任
で
あ
る
が
、
そ
の
候
補
者
の
選
考
に
は
関
係
專
門
家
の
意

見
を
徴
し
て
行
つ
て
い
る
。 

（
ロ
）
三
月
三
十
一
日
附
を
も
つ
て
國
立
博
物
館
乾
技
師
を
所
長
事
務
取
扱
に
命
じ
、
現
地
に
派
遣
し
て
い
る
。
後
任
所

長
に
つ
い
て
は
目
下
鋭
意
交
渉
中
で
あ
る
が
、
ま
だ
そ
の
人
を
得
る
に
至
ら
な
い
。 

（
ロ
）
奈
良
地
檢
で
目
下
調
査
中
と
聞
い
て
い
る
が
、
未
だ
確
実
な
る
回
答
は
受
け
て
い
な
い
。 

2 
火
災
の
原
因 

員
を

ね
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
法
規
的
に
は
疑
問
は
あ
る
が
、
な
ん
ら
か
の
責
任
は
ま
ぬ
か
れ
な
い
。 

火
災
の
原
因
は
電
氣
ざ
ぶ
と
ん
に
あ
る
と
推
定
す
る
。
（
理
由
略
） 

二 

 



 
 

 
 

 
 

 

記 

五
、
金
堂
火
災
直
後
應
急
処
置
費
と
し
て
國
庫
か
ら
五
百
万
円
を
法

寺
に
補
助
し
て
い
る
が
、
右
支
出
に
つ
い
て
は
お
お

よ
そ
左
記
の
通
り
で
あ
る
が
、
未
だ
決
算
未
了
の
た
め
、
正
確
に
い
た
し
か
ね
る
こ
と
を
御
了
知
願
い
た
い
。 

決
定
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。 

四
、
壁
画
及
び
金
堂
破
損
状
況
記
録
撮
影
費 

 
 

一
、
二
八
〇
、
〇
〇
〇
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五
、
消
火
関
係
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等
臨
時
経
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二
三
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
、
壁
画
應
急
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当
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一
、
〇
四
五
、
〇
〇
〇
円 

六
、
金
堂
復
旧
対
策
協
議
会
費 
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四
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
、
燒
跡
整
理
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
四
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
、
素
屋
根
建
設
工
事
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
、
九
六
七
、
〇
二
〇
円 

（
旅
費
を
含
む
） 

三 

 



 

四 
備
考 

工

事

費 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

約
百
分
の
九
二
・
六 

そ
の
他
の
経
費 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

約
百
分
の
七
・
四 

（
旅
費
を
含
む
） 

六
、
世
論
の
要
点
は
、
制
度
改
善
の
問
題
と
國
庫
補
助
金
の
增
加
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
二
点
に
つ
い
て
は
國

宝
保
存
関
係
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
國
会
に
お
け
る
論
議
に
基
い
て
今
後
あ
ら
ゆ
る
観
点
よ
り
努
力
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。 右

答
弁
す
る
。 




